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私たちの街大野城市は、いにしえより大陸文化の窓口として栄え、日本最古の

山城を戴く四王寺山や水城大堤などの豊かな歴史と、美しい自然に恵まれた「ま

どかな心」を育むコミュニティ都市であります。 

私たちは男女平等の基本理念のもとに、男性と女性がそれぞれ自立し、協力し、 

充実した人生をおくることができるような人間味あふれる大野城市を実現するた 

め、全市をあげて、男女共同参画型社会実現に向けての気運を広く醸成すること

を目指し、ここに「男女共同参画都市」とすることを宣言します。 

平成９年６月18日 

大野城市 



本市では、「男女平等の基本理念のもとに、男性と女性がそれぞれ 

自立し、協力し、充実した人生をおくることができるような人間味 

あふれる大野城市」の実現をめざし、平成9年6月、福岡県内の自 

治体に先がけて「男女共同参画都市宣言」を行いました。 

さらに、「性別による人権侵害や固定的役割分担意識」を解消し、 

「すべての市民がその個性と能力を尊重され、平和で心豊かに暮らしていく」社会の実現

に向けて、平成18年 3月に「男女共同参画条例」を制定しました。 

これらの動きにあわせて、平成15年に「大野城市男女平等推進プラン」、平成20年に

「大野城市男女共同参画基本計画」、平成 25 年に「第 3 次大野城市男女共同参画基本計

画」を策定し、これらの計画に基づいて、現在に至るまで様々な施策や取り組みを展開し

てきました。 

しかしその一方で、本市が平成28年度に実施した「市民意識調査」「企業・事業所調査」

や国の各種調査によると、旧来からの性別役割意識の解消や、男女共同参画に関する制度・

教育面の整備は進んでいる反面、社会の様々な分野で指導的地位を占める女性の割合はい

まだ低く、「実態としての男女平等」が達成されたとはいいがたい状況にあることがわかっ

ています。 

このような情勢を受けて、政府は「女性活躍の推進」や「働き方改革」を掲げ、ワーク・

ライフ・バランスの実現や、男性の家事・育児参加などの課題に向けた議論を進めており、

わが国における男女共同参画を取り巻く情勢は、今まさに大きな転換点にさしかかってい

ると言えましょう。 

そのような中、本市では、平成29年度をもって満了する第3次基本計画に代わり、新 

たに「第4次大野城市男女共同参画基本計画」を策定しました。本計画は「実感のある男

女共同参画都市をめざして」を総合目標とし、男女共同参画の取り組みを通じて、全国的

にも先進のコミュニティ都市である大野城市にさらなる豊かさや潤いを醸成し、日常生活

における満足感・幸福感・安心感といった「実感」を広めていくことをめざすものです。 

男女共同参画の本来の目的は、旧来の固定的観念や慣行をなくして社会を変革し、「男女

ともにいきいきと、豊かで幸せな生活を実現するためのもの」であるといえます。 

性別にとらわれることなく、一人一人がその個性や能力を存分に発揮し、いきいきと輝

くまちづくりの実現をめざし、市は本計画を羅針盤として、今後新たな施策や取り組みを 

進めて参ります。市民の皆様も、本計画の趣旨をご理解いただき、男女共同参画の推進に 

ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

最後に、この計画は、市職員や男女共同参画審議会委員、市内の男女共同参画団体をは

じめとする多くの市民の方々が、たくさんの知恵を出し合い、検討を重ねながら策定がな

されました。計画策定に携わられた全ての皆様に、心から感謝申し上げます。 

平成 30年 3月 

大野城市長 
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第４次大野城市男女共同参画基本計画 

第１部 計画の策定に当たって（基本方針） 

１ 計画策定の背景と趣旨

◆  男女共同参画のあゆみ

わが国では、日本国憲法にうたわれている「個人の尊重」と「法の下の平等」の理

念のもと、男女平等の実現に向けた様々な取り組みが、国際社会における取り組みと

連動しながら進められてきました。 

 そして、平成 11 年 6 月に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されたことに

より、わが国の男女共同参画社会の形成の歴史に新たな一歩が刻まれることとなりま

した。 

この法律の第２条で、男女共同参画社会とは「男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、も

って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か

つ、共に責任を担うべき社会」であると定義されました。また、男女の平等や女性の

人権尊重に加え、社会制度や慣行の配慮、政策等の立案・決定、家庭生活と社会生活

（職業・地域活動等）の両立といった、従来よりもさらに踏み込んだ取り組みを、社

会のあらゆる分野において総合的に推進していくことをめざすなど、非常に画期的な

法律であるといえます。 

 男女共同参画社会基本法に基づき、平成 12 年に国の「男女共同参画基本計画」が

策定され、その５年後には「第２次男女共同参画基本計画」が策定されるなど、国に

よる男女共同参画施策が、次々と打ち出されていくこととなりました。 

◆  わが国の男女共同参画の現状と課題 

このような取り組みにもかかわらず、2009（平成 21）年には、国際連合（国連）

の女子差別撤廃委員会から、日本に対して「政策的取り組みが不十分である」との勧

告がなされました。これを受けて、平成 22 年に策定された国の「第３次男女共同参

画基本計画」は、国際的な協調と実効性に留意した内容のものとなりました。 

そして、平成 27 年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以

下「女性活躍推進法」という。）が成立し、同年 12 月には国の「第４次男女共同参画

基本計画」が策定されました。このような流れの中で、「男性中心型労働慣行等の変

革」も重要な課題であるとされ、男女ともに家事や育児に参加し、ワーク・ライフ・

バランス（仕事と生活の調和）を充実させるといった「働き方改革」の必要性が、現

在注目を集めています。 

しかし、わが国における男女格差はいまだ解消に向かっているとはいいがたく、男

女平等の実現度は世界的にみても低い水準にとどまっています。 
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また、配偶者や恋人間におこる暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「Ｄ

Ｖ」という。）の相談件数も年々増加しているなど、性に基づく暴力も深刻化して

おり、社会的な問題となっています。

◆ 大野城市の取り組み 

大野城市では、平成９年に県内で初めての「男女共同参画都市宣言」を行い、さ

らに平成 18 年には「大野城市男女共同参画条例」を制定し、本市における男女共

同参画の推進に関する基本的な考え方を定めました。 

また、市の男女共同参画計画として、平成５年に「大野城市女性計画」、平成 15

年に「大野城市男女平等推進プラン」（平成 20 年の見直しにより「大野城市男女共

同参画基本計画」に名称変更）、平成 25 年に「第３次大野城市男女共同参画基本計

画」を策定しました。 

これらの計画に基づいて、平成８年に男女共同参画の拠点施設となる「男女平等

推進センター」を大野城まどかぴあ内に設置し、平成 25 年にはセンターの機能を

拡充させて、「アスカーラ」の愛称とともにリニューアルオープンを果たすなど、

男女共同参画社会の実現に向けた様々な事業や取り組みを行ってきました。 

そして、平成 28 年 10 月には市民 2,000 人を対象とした「男女共同参画市民意識

調査」（以下「市民意識調査」という。）を、また平成 29 年２月から４月にかけて

「企業・事業所における男女共同参画推進状況調査」（以下「企業・事業所調査」

という。）を実施し、その結果から、本市における様々な現状と課題が浮かび上が

ってきました。 

◆ 計画策定の趣旨 

    このように、国や各自治体において男女共同参画に関する数多くの取り組みが推 

  進されてきた一方で、社会の様々な分野で旧来の意識や慣習、性に基づく人権侵害 

  が根強く残り、男女共同参画社会の実現を阻害しています。 

  このことから、「第３次大野城市男女共同参画基本計画」の期間満了に伴い、こ

れまでの取り組みの成果や課題をふまえ、また市民意識調査の分析結果や、国や県

の動向などを勘案しながら、男女共同参画社会の形成をめざした実効性のある計画

として「第４次大野城市男女共同参画基本計画」を策定するものです。

※「男女共同参画社会基本法」をはじめとする関係法規については、巻末の「資料編」に掲

載しています。 

２ 計画の性格と位置づけ 

この計画は、 

◆「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づき、また国の「第４次男女共同参 

画基本計画」及び「第４次福岡県男女共同参画計画」を勘案して策定した、大野城市 
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における男女共同参画計画です。 

◆ 「大野城市男女共同参画条例」（以下「条例」という。）第 10 条に基づく基本計画

です。 

◆ 「第５次大野城市総合計画後期基本計画」のリーディング・プロジェクトⅠ・テー

マ４「人権・男女共同参画」及び分野別プラン①-５「男女共同参画社会の実現」と

整合した計画です。 

◆  市がめざす男女共同参画のまちづくりの方向性を明らかにする総合的な計画であ

るとともに、家庭・職場・地域において、市民・事業者・市民団体等がそれぞれの

立場から自主的かつ積極的な活動を行うための目標・指針となるものです。 

３ 計画の期間 

この計画の期間は、平成 30 年度（2018 年度）から平成 34年度（2022 年度）までの５

年間とします。 

年度 

計画 

 平成 30 

（2018）

平成 31 

（2019） 

平成 32 

（2020）

平成 33 

（2021）

平成 34 

（2022）

第４次大野城市男女 

共同参画基本計画
計画期間：５年間 

大野城市

総合計画 

第５次 

総合計画 

後期基本計画 

（平成 26～30 年度）

第６次 

総合計画 

基本構想：10 年間（平成 31～40 年度） 

前期基本計画：５年間（平成 31～35 年度） 

男女共同参画基本計画

（国）

第４次基本計画：５年間 

（平成 28～32 年度） 
⇒ 次期計画へ 

福岡県男女共同参画計

画

第４次計画：５年間 

（平成 28～32 年度） 
⇒ 次期計画へ 

 なお、計画期間中であっても、社会情勢等の必要に応じて、計画の見直しや部分的 

変更、付加などを行うこととします。 

４ 計画策定の方法

この計画は、 

（１）平成 28 年度に実施した市民意識調査や企業・事業所調査、その他各種調査結果を 

  基礎資料としています。 

（２）国や県が策定した関連計画や、市が策定した各種計画等を勘案し、整合や連携を 

  考慮した上で策定しています。 
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（３）市の関係課（所）による検討や、職員全体に募集した意見をもとに作成した計画

案について、パブリック・コメント等を通じて広く市民に意見を求め、その内容を

取り入れながら策定しています。 

（４）有識者や市民、関係団体の代表者等を委員として構成する「大野城市男女共同参

画審議会」に諮問を行い、（１）～（３）の内容や結果などについても審議しながら、

最終的に受けた答申の内容をもとにして策定しています。 

５ 計画策定に当たっての基本的考え方 

策定に当たっては、以下のような基本的考え方に立っています。 

(１) 条例に掲げる８つの基本理念にのっとり、各々の基本理念が具体的な計画として、

施策にどのように反映されているかを示します。 

(２)  条例に規定する市の責務について、具体的施策（実施計画）を示します。 

(３) 実効性のある計画とするため、５年間の計画期間内に重点的に取り組む内容と、

その数値目標を定めます。 

(４) 計画に掲げる事業について、他の個別計画により進行管理されている場合は、そ

れらの個別計画に配慮します。 

６ 計画において取り組むべき課題 

前項の基本的な考え方をふまえ、計画期間において特に取り組むべき課題は、以下の

とおりとします。 

(１) 男女共同参画意識の醸成 

   男女共同参画社会基本法の制定や、その後の様々な施策や取り組みにより、「男女

共同参画」という言葉は社会に浸透していきました。しかし、男女共同参画や男女

平等の意識は、いまだ社会に定着しているとは言いがたい現状にあり、そのことは

市民意識調査や、その他各種調査の結果にもあらわれています。 

よって、男女共同参画の意義や、その実現によって得られる豊かさなどを広く市民

に周知し、男女共同参画意識のさらなる醸成を図っていくことは、他の取り組みや施

策を進めていく上でも欠かせないことであり、大変重要な課題であるといえます。 

(２) 女性活躍の推進と、ワーク・ライフ・バランスの充実 

女性活躍推進法の制定をはじめとして、職業生活や地域活動などのあらゆる分野で

女性が男性と対等に活躍し、意思決定の場に参画できるような環境づくりが進められ

ていますが、その実現のためには、家族や周囲の理解や支えが不可欠であり、その中

でも特に「男性が家事や育児、介護等に積極的に参加し、男女で役割を分担していく

こと」が重要視されています。 

これとあわせて、男女ともに自らの働き方や暮らし方を見直し、ワーク・ライフ・
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バランスを充実させるなどの「働き方改革」の動きも進められており、市でも国や

県の動向、社会情勢等を注視しながら、これらの取り組みを総合的、一体的なもの

として進めていきます。 

(３) 地域活動や防災・災害時の活動における男女共同参画の推進 

  地域は、家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場です。よって、男女共

同参画社会の実現や、市民相互または市民と行政の共働による地域課題の解決のた

めに、地域における男女共同参画の取り組みは不可欠なものです。 

特に、全国的にも先進のコミュニティ都市として発展してきた大野城市では、今

後の男女共同参画の取り組みの成否が、将来のまちづくりを大きく左右するといえ

ます。

   また、平成 23 年３月の東日本大震災や、平成 28 年４月の熊本地震、平成 29 年 7

月の九州北部豪雨をはじめとする大規模災害を受け、防災対策や災害時の支援活動

に対する社会の関心が高まっています。平成 23 年に出された国の「防災基本計画」

には、女性をはじめとする生活者の意見を反映することなどが盛り込まれており、

大野城市でも、防災会議における女性委員の登用により、意思決定の段階から女性

の視点での意見を反映しています。 

 また、備蓄品について女性に配慮した品目の選定を行うなど、男女共同参画の視点

を取り入れた防災体制を確立しており、今後も男女のニーズの違いを把握した取り組

みを進めていきます。

(４) 配偶者からの暴力などの性に基づく暴力の防止と被害者の保護 

ＤＶやセクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）、ストーカー行

為などは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。しかし、これらのような

性に基づく暴力の被害件数は、年々増加しています。

一人一人が個人として尊重される男女共同参画社会の実現に向けて、性に基づく

暴力の根絶は大きな課題であり、早急な対策が求められています。

７ 総合目標 

「実感のある男女共同参画都市をめざして」 

 先述のとおり、大野城市は、平成９年に県内初の「男女共同参画都市宣言」を行っ

て以来、国や県とも連携しながら様々な施策や取り組みを進めてきました。

その結果、今では「男女共同参画」という言葉は認知されるようになりましたが、

市民の理解や意識は、まだ十分に高まっているといえない状況にあります。

また、大野城市はこれまで、人と人との心の融和を図りながら、地域ぐるみでまち

づくりを推進するための様々な取り組みを行い、全国的にも先進のコミュニティ都市

として発展してきました。わたしたちが受け継いできたこの大野城市を、今後よりよ

い都市に発展させていくためには、男女共同参画を推進してまちに豊かさや潤いを与
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え、市民の日常生活に満足感・幸福感・安心感といった「実感」を広めていくことが、

とても重要であると考えます。

  したがって、本計画における総合目標を、「実感のある男女共同参画都市をめざして」

と定めることとします。

８ 基本目標 

条例に掲げている８つの基本理念を、基本目標として定めます。 

(１) 男女の人権の尊重 

(２) 社会における制度や慣行についての配慮 

(３) 政策や方針の立案と決定への参画 

(４) 家庭生活と他の活動との両立 

(５) 教育の場における男女共同参画の推進 

(６) 健康で安全な生活を営む権利の尊重 

(７) 性に基づく暴力の根絶 

(８) 国際社会との協調 

※  基本目標（２）～（４）は、「女性活躍推進法」第６条第２項の規定に基づく市町村推進計画 

と位置づけています。 

※ 基本目標（７）は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「ＤＶ 

防止法」という。）第２条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画の性格を持つものです。 

９ 計画の体系と具体的施策

◆  計画の体系は次ページのとおりです。 

 また、具体的施策を「第２部 具体的施策（実施計画）」で掲げます。 

◆ 第２部では、男女共同参画を推進する８つの基本目標について基本的な考え方を示 

 し、計画の最終年度（平成 34 年度）までに実施する具体的施策として、実施計画と 

重点計画を掲げています。 

また、その進捗度を測るための「指標」として、平成 28 年度の事業実績と、最終 

年度の目標値を示しています。 

（目標値の設定にあたっては、過去の実績値や本市の現状、社会状況などを勘案し

ながら、各事業の担当課と協議した上で設定しています。） 

◆  本計画の最後に、「男女共同参画推進体制」として、これらの取り組みを総合的か 

つ計画的に推進するための体制を掲載しています。 



基本目標

＊1 男女共同参画意識の普及啓発
＊2 市広報やホームページ等による情報発信の強化
3 「人権教育・啓発基本指針」に基づく取り組みの推進

4 市職員を対象とした研修の充実と、意識調査の実施

5 男女共同参画の視点による広報物の作成

＊1 地域女性リーダー養成のための講座などの実施
＊2 地域における女性役員登用の啓発
3 男女共同参画活動団体への支援

＊4 事業所における男女共同参画の推進

＊1 各審議会などへの女性登用の促進
2 男女共同参画推進に向けた人材の把握・活用

3 男女平等に基づく職務分担の実施

＊1 市職員に対する育児・介護休業制度の周知と取得の推進
＊2 仕事や社会活動と家庭の両立のための子育て支援事業の充実
3 介護・障がい福祉サービス事業の充実

4 ひとり親家庭の自立支援

＊5 女性の再就職や起業に関する支援
＊6 男性に対する啓発事業の実施
＊7 両立支援のための企業・事業所への啓発

1 教育者・保育者を対象とした男女共同参画研修の実施

2 小中学校における男女共同参画教育の充実

3 出前講座の実施

4 男女共同参画関連の図書・教材の充実

5 国内の研修会への市民参加の支援

1 母子保健施策の充実

2 ライフステージに応じた保健事業の推進

3 生涯にわたるメンタルヘルスケアの充実

＊4 男女共同参画の視点を取り入れた防災・災害支援体制の整備

＊1 女性等に対する暴力の防止に関する啓発

＊2 デートＤＶに関する研修の実施

3 相談窓口 関係機関、民間団体の相談窓口の周知

＊4 被害者支援 ＤＶ被害者の保護と支援

5 庁内関係部署の連携

6 相談業務に従事する職員への研修の実施

7 関係機関・民間団体との連携

1 男女共同参画に関する国際的動向の発信

2 国際的動向に関する研修などの実施

1 庁内における男女共同参画推進体制の充実

2 基本計画の進捗状況の検証と公表

3 市民意識調査の実施

4 施策などに関する苦情の処理

－7－

教育・啓発

支援体制

第４次大野城市男女共同参画基本計画　体系

　　　　　　　　　　　実施計画　（＊印は重点計画）
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の参画

２．社会における
制度や慣行に
ついての配慮

４．家庭生活と他の
活動との両立

１．男女の人権の
尊重

６．健康で安全な生活
を営む権利の尊重

５．教育の場における
男女共同参画の
推進

７．性に基づく暴力の
根絶

★ 男女共同参画推進
体制



－8－

第２部 具体的施策（実施計画） 

基本目標１ 男女の人権の尊重 

基本理念 

男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的又は間接的であるかを問わず、

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保される

ことその他男女の人権が尊重されること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第１号）

施策の方向

◆ 性別に関わりなく誰もが個人として尊重され、性別によって差別的な扱いを受けたり、

個性や能力を発揮する機会を奪われることのない、「男女ともに平等感を実感できるまち

づくり」は、男女共同参画社会の根幹をなす重要な取り組みの一つです。 

 ◆ しかし、わが国では、平成11年の「男女共同参画社会基本法」をはじめとする法整備な

どの様々な対策により、男女の平等感は一定の改善が見られたものの、いまだ「男女の平

等が達成された」とは言いがたい現状にあります。 

◆ 平成 28 年度の市民意識調査では、日常生活における様々な分野で、男性が「男女とも

平等」と考える人が多いのに対し、女性は「男性の方が優遇されている」と考える人が多

く、平等感に対する男女の意識差がはっきりと表れる結果となりました。 

  性別によって不平等な扱いを受けたり、個性や能力を発揮することを妨げられること 

なく、誰もがいきいきと豊かで幸せな生活を実現することのできる「男女共同参画社会」

の実現をめざします。 

 ◆ 一方で、同調査の自由意見として、男女共同参画について「どういうものかわからない」

「身近なものとして感じない」「女性を優遇しようとしているのではないか」「行政の取り

組みがよく見えない」などの意見も多くありました。 

    「男女共同参画」に対する正しい認識や、それによってもたらされる利点や価値につ 

いての普及啓発を進め、市民意識の変革を図っていきます。 
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参考）市民意識調査の結果から ①  

「学校教育」「地域活動・社会活動」「法律や制度」といった分野では、比較的男女の平 

  等感が高くなっている反面、「社会通念、慣習、しきたり」「政治」「職場・雇用」など 

の面では、いまだに「男性が優遇されている」と考える人の割合が高くなっています。 

制度や教育などの面では整備が進んでいるものの、実態として男女の地位は平等であ 

るとはいいがたい現状がうかがえます。 

注）「市民意識調査」及び「企業・事業所調査」に示す割合（％）は、小数点第２位を四捨五入しているため、 

  必ずしも合計が 100％にならない場合があります。 
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重点計画・実施計画 

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

重点

1-1 

男女共同参画意識の

普及啓発 

●男女共同参画に対する正しい認識や価値、本市

の条例やその他法令の理念などを広く市民に啓

発するため、研修会や講演会の実施、啓発冊子

の作成配布などの事業を推進します。 

●男女平等推進センターを男女共同参画推進の活

動拠点とし、様々な情報発信や講座の実施など

を通じて、市民の男女共同参画意識の醸成を図

ります。 

人権男女共同
参画課 
（男女平等推進 
センター）

重点 

1-2 

市広報やホームペー

ジ等による情報発信

の強化 

●市の広報やホームページ・ＳＮＳ（※１）、その他刊

行物を活用して、男女共同参画に関する施策や

事業、各種相談窓口の情報を積極的に発信し、

広く市民への周知を図ります。 

1-3 

「人権教育・啓発基本

指針」に基づく取り組

みの推進 

●指針に基づく実施計画の一年ごとの進捗状況を

翌年度に検証し、結果を公表します。 

人権男女共同
参画課 

1-4 

市職員を対象とした 

研修の充実と、意識 

調査の実施 

●市職員が社会におけるロールモデル（手本、模

範）となり、男女共同参画の取り組みを率先して行

うことをめざし、職員研修の充実を図ります。 

●市職員の男女共同参画に対する意識調査を行

い、その結果を職員研修やその他施策に反映さ

せていきます。 

・総務課 
・人権男女共同
参画課 

1-5 
男女共同参画の視点

による広報物の作成 

●市の印刷物ガイドラインの内容を職員が遵守し、

市が作成する刊行物・印刷物における固定的な

性別役割や性差別的な表現をなくします。 

・情報広報課 
・人権男女共同
参画課 

※１：ＳＮＳ … ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネット上の交流を通じて社会的ネットワーク 

を構築するサービスのこと。Facebook（フェイスブック）、LINE（ライン）、Twitter（ツイッター）などがよく知られ 

ている。 
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指  標 

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

101 
1-1～ 

1-5 

社会全体で「男女の地位は平等で
ある」と感じている市民の割合 
（市民意識調査） 

16.1％ 25.0％ 

人権男女共同

参画課 

102 1-4 

職場において「男女の地位は平等
である」と感じている市職員の割
合（職員意識調査） 

41.7％ 60.0％ 

103 
1-1 
1-2 

男女平等推進センター事業の参
加者数 

21,921 人 

（のべ人数）
24,000 人

人権男女共同
参画課 
（男女平等推進
センター） 
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基本目標２ 社会における制度や慣行についての配慮 

基本理念 

性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会におけ

る活動の自由な選択を妨げることがないよう、社会における制度や慣行をできる限り中立なも

のとするよう配慮すること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第２号） 

施策の方向

◆ 「旧来の固定的観念や慣行をなくして社会を変革することで、男女ともにいきいきと、豊

かで幸せな生活を実現すること」は、男女共同参画の本来の目的ともいえるものです。 

◆ 旧来の固定的観念として代表的なものとして、「男は仕事、女は家庭」という性別役割分

担意識がありますが、平成 28 年度の市民意識調査によると、この 10年間ではこのような意

識をもつ人は年々少なくなってきています。 

◆ また、この調査で「今後さらなる女性の活躍を促すために必要なこと」について尋ねたと

ころ、「家族の支援や協力」「あらゆる場面で男女の役割を分ける意識をなくす」「行政の支

援の充実」といった回答が、男女どちらからも多く寄せられました。 

旧来からの固定的観念や性別役割分担意識を払拭し、性別にしばられることなく誰も 

が自分らしい生き方を選択できるような社会の実現をめざし、よりいっそうの男女共同 

参画意識の醸成に向けた取り組みを図っていきます。

◆  あらゆる分野で女性が男性と対等に活躍し、意思決定の場に参画できるようにするための

しくみづくりが進められていますが、これとあわせて、職場や地域といった組織における環

境整備、風土の醸成も求められます。 

◆  さらに、平成 28 年度の市民意識調査では、女性が意思決定の場へ参画することについて、 

女性自らが消極的な傾向にあることも明らかになりました。 

「すべての女性が輝く社会」の実現のための、様々な組織や分野における女性の活躍 

  と意思決定の推進に向け、職場や地域などの組織風土の変革を目的とした啓発や、企 

業のトップや地域のリーダーに向けた働きかけを行うなど、女性の意識変革やスキルア 

ップを支援する取り組みを充実させていきます。 
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参考）市民意識調査の結果から ② 

「男は仕事、女は家庭」という旧来からの固定的な性別役割分担意識について、平成 28 年 

度の調査では、前回調査（平成 23年度）に比べて肯定派（同感する＋ある程度、同感する） 

の人が 7.5ポイント減少し、逆に否定派（あまり同感しない＋同感しない）の人が 6.3ポイ 

ント増加していることから、このような意識は年々低くなってきていることがわかります。 

なお、性別でみると、平成 28 年度は肯定派の男性が 40.2％、女性が 35.3％となってお 

り、男性の方が性別役割分担意識が 5ポイント近く高くなっています。 

全体(28 年度)
N=1,069 

全体(23 年度）
N=749 

全体(18 年度)
N=774 

 女性の活躍推進に必要なことは、「家族の支援・協力」という回答が男女ともに最も多く、

次いで「あらゆる場面において男女で役割を分ける意識をなくす」「行政の支援の充実」「男

性優位の組織運営を改める」といった回答が多くなっています。

このことから、「人々や組織の意識を変える」「行政の支援を充実させる」ことが、今後

の男女共同参画施策を進めていく上でのキーポイントとなりそうです。

        男性      女性 
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参考）市民意識調査の結果から ② 

 「もしあなたが地域の役職に推薦されたとしたら、引き受けますか（回答者が男性の場

合は「配偶者などが推薦されたら、引き受けることをすすめますか」）」という問いについ

て、「引き受ける」と回答した女性はわずか 8.7％にとどまり、「断る」と回答した女性は
83.4％にものぼっています。
女性自らがこのような役職に就任することに消極的な傾向が強く表れた結果となりま

したが、女性が「断る」理由として最も多かったのが「役職につく知識や経験がない」で

あり、女性が知識や経験を培うための場や機会を作り、広げていくことが今後の課題とい

えます。

女性が 「断る」 理由

① 役職につく知識や経験がない 

             23.5％ 

② 仕事が忙しくて時間がない 

20.4％ 

③ 家事・育児や介護に支障が出る

17.0％ 

全体       男性      女性 
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参考）企業・事業所調査の結果から  

企業・事業所調査は、主に大野城市に入札参加資格審査申請をしようとする企業や事業所

を対象に、平成 29年 2月から 4月に実施したもので、計 144 社から回答をいただきました。 

 女性の積極的登用に向けて、より広い部署や職域に女性を採用・配置させるなどの取り

組みを、３～４割の企業・事業所が始めている一方で、いずれの選択肢についても「とく

に取り組む予定はない」と回答した企業・事業所も、２～４割近くあることがわかってい

ます。



－16－

重点計画・実施計画  

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

重点 

2-1 

地域女性リーダー養

成のための講座など

の実施 

●地域で活躍する女性リーダーを養成するための

講座を実施します。 

●講座後も、受講生が各地域において実践活動を

展開できるよう、その準備や調整などの支援を行

います。 

人権男女共同
参画課 
（男女平等推進 

センター）

重点

2-2 

地域における女性役

員登用の啓発 

●女性役員の積極的な登用について、地域団体や

関係機関等への働きかけを行います。 

人権男女共同

参画課

2-3 
男女共同参画活動団

体への支援 

●男女共同参画の推進に向けた活動を行う団体に

対して、支援や情報提供を行うとともに、団体相

互の情報共有や連携を促進していきます。 

人権男女共同
参画課 
（男女平等推進 

センター）

重点

2-4 

事業所における男女

共同参画の推進 

●商工会やその他関係団体と連携しながら、企業

や事業所を対象とした啓発活動を行い、職場に

おける法制度の周知や、新たな職場環境づくりの

促進に向けた取り組みを進めていきます。 

・人権男女共同 
参画課 
（男女平等推進 

センター） 

・ふるさとにぎわ

い課 

指 標  

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

201 
2-1～ 

2-4 

「男は仕事、女は家庭」という考
え方に否定的な市民の割合（市民
意識調査） 

56.2％ 65.0％ 
人権男女共同

参画課 

202 
2-1 

2-2 

地域活動・社会活動において「男
女の地位は平等である」と感じて
いる市民の割合（市民意識調査）

45.5％ 55.0％ 
人権男女共同

参画課 

203 2-1 
地域女性リーダー育成講座の受講
経験者 

43 人 150 人 人権男女共同
参画課 
（男女平等推進
センター） 204 2-4 

企業・事業所等を対象とした研修
会・講座の実施回数 

1 回 3 回 
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福岡県 国 県内市町村

基本目標３ 政策や方針の立案と決定への参画 

基本理念 

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及

び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第３号）

施策の方向

◆ 政策や方針の立案、決定の過程において、男女が共に参画し、多様な意見を反映させるこ

とは、男女共同参画社会の実現のために大変重要なことです。 

◆ 2012（平成 24）年以来、政府によって、いわゆる「成長戦略」の中核の一つとして女性の

活躍があげられており、その中で「社会のあらゆる分野で 2020 年までに指導的地位に女性

が占める割合を 30％以上とする」（202030）との目標が掲げられています。 

◆ しかし、現実的にはわが国における女性登用は思うように進展しておらず、今後の目標達

成のためには、あらゆる分野において相当の努力が求められます。 

「基本目標２ 社会における制度や慣行についての配慮」の取り組みとあわせて、市の 

様々な組織や分野において、意思や方針決定の機会における男女の参画（女性登用の促進）

の働きかけを行っていきます。 

特に市職員に関しては、行政の責務として、政策や方針の立案、決定機会への女性の 

  参画や管理職への女性登用などの取り組みを、率先して進めていきます。 

参考）審議会等における女性委員の登用状況  （福岡県のホームページの数値をもとに作成）

上のグラフは、国や県、そして県内の市町村が設置している各種審議会などにおい 

て、女性委員の登用率の推移を表したものです。 

  福岡県や県内市町村における女性委員登用率は、国の平均を大きく上回っています 

が、その中でも大野城市の女性委員登用率は 38.5％（平成 28 年 4月 1 日時点）で、 

県内市町村の平均を上回っています。しかし、女性登用が進んでいない審議会なども 

あるため、今後もさらなる取り組みの推進が求められます。 

大野城市は 

委員総数 275 人中 

女性委員 106 人で、

女性登用率 38.5％ 

（前年度比＋1.9 ﾎﾟｲﾝﾄ）

⇒ 県内市町村で 

6 番目に高い率 
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重点計画・実施計画  

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

重点

3-1 

各審議会などへの女

性登用の促進 

●政策・方針決定の場への女性参画を促進するた

め、委員改選に際しての事前協議制度を継続す

るとともに、委員の重複や任期の長期化を避ける

など、幅広い人材の登用に努めます。 

人権男女共同

参画課 

3-2 

男女共同参画推進に

向けた人材の把握・活

用 

●様々な分野で活躍する女性の人材を把握・登録 

し、審議会委員や各種講座における講師などへ

の人材活用の取り組みを進めていきます。 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）

3-3 
男女平等に基づく職

務分担の実施 

●性別に関わりなく職員の能力や意欲に応じた登

用を図り、特に女性の職位や職域の拡大、能力

向上の機会確保に努めます。 

総務課 

指  標  

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

301 3-1 
審議会等における年度当初の女性
委員登用率 

38.5％ 42.0％ 
人権男女共同

参画課 

302 3-3 
市職員における女性管理職（部
長・課長級）の割合 

10.3% 
（女性6人／総数58人）

17.0％ 

総務課 

303 3-3 市職員における女性係長職の割合
16.7% 

（女性14人／総数84人）
23.0％ 
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基本目標４ 家庭生活と他の活動との両立

基本理念 

家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援の下に、次世代を担う子の養育、家族の

介護その他の家庭生活において、家族の対等な一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、

学校、地域その他のあらゆる分野における活動に参画できるよう配慮されること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第４号） 

施策の方向

◆ 男女共同参画社会においては、男女がともに家族としての責任を果たしながら、社会のあ

らゆる分野や組織において活躍し、方針決定の場に参画することで、いきいきとした生活と、

多様性のある豊かな社会づくりが求められます。 

◆ しかし、固定的な性別役割分担意識などにより、女性に対する家事や育児、介護等への負 

担が重くなり、このことが女性の活躍や社会進出を阻害する大きな要因となっています。 

これらの役割を家族や周囲で分担する、特に「男性が家事・育児等に積極的に参加する

こと」が、女性活躍の推進のためには不可欠であるといえます。 

◆ 一方で、旧来の労働慣行によってもたらされる長時間労働の常態化や、育児休業等が取得

しづらい職場環境により、（特に男性の）労働者にとって家事・育児等に参加しにくい状況

があります。 

◆ これらを是正するため、労働者や雇用主、そして社会全体が、労働制度や労働慣行、家庭

生活などを見直し、ワーク・ライフ・バランスを充実させるなどの「働き方改革」の取り組

みが、現在国の政策のもとに進められています。 

女性のさらなる社会進出を促すため、育児・介護面における支援と、女性の再就職や 

起業をサポートする取り組みを進めるとともに、「男性の家事・育児参加」を促進する 

ための啓発や支援を積極的に行っていきます。 

   また、「働き方改革」に関する国・県の動向及び社会情勢を注視しながら、市民や市 

内の企業・事業所において、労働慣行の変革やワーク・ライフ・バランスの充実などの 

  啓発と、支援の取り組みを進めていきます。 
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 仕事と家庭の両立のために必要なことについて、最も多かった回答は「代替要員の確保など、

育児休業・介護休業制度を利用できる職場環境をつくること」（15.5％）でした。また、前回調

査（平成 23 年度）から割合が大きく伸びているのは「育児や介護のために退職した職員を元

の会社で再雇用する制度を導入すること」（＋2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ）、「週休２日制や労働時間の短縮をす

すめること」（＋1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ）となっており、育児・介護にかかる課題を中心とした職場の意識

や環境、制度を変革する重要性が高まっているといえそうです。

 男性の育児休業の取得を妨げる要因として、男女ともに最も多かった回答は「職場に取りや

すい雰囲気がない」（男性 20.8％、女性 25.8％）で、次に多かったのが「周りの人に迷惑がか

かる」（男性 19.1％、女性 14.1％）でした。

 育児休業法などの法律や規則の整備が進む一方で、職場の雰囲気や同僚への配慮といった「休

業取得をはばむ見えないハードル」があることが調査の結果からうかがえます。

参考）市民意識調査の結果から ④  

全体

男性

女性
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 平成 28 年度の市民意識調査では、「バランス（調和）がとれている」または「どちらかと

いえばバランス（調和）がとれている」と答えた人の割合は、男女とも半数に達していませ

んが、女性の方が男性より低くなっています。この割合は、平成 23 年度調査と比較しても、

女性が４ポイント減少しており（46.1％ ⇒ 42.1％）、ワーク・ライフ・バランスは男女とも

に共通する問題といえます。

女性のワーク・ライフ・バランスが低下している背景には、女性の就業や社会進出

の増加が影響しているものと考えられますが、今後さらに低下することも想定される

ため、性別を問わないワーク・ライフ・バランス充実の取り組みが求められます。

参考）市民意識調査の結果から ⑤ 
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重点計画・実施計画  

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

重点 

4-1 

市職員に対する育児・

介護休業制度の周知

と取得の促進 

●特定事業主行動計画に掲げる休暇制度を広く周

知するとともに、制度を利用しやすい職場環境づ

くりに努め、特に男性の取得促進を図ります。 

総務課 

重点

4-2 

仕事や社会活動と家

庭の両立のための子

育て支援事業の充実 

●保育所、幼稚園、留守家庭児童保育所などの施

設において、多様な保育サービスを実施します。 

●突発的な事態などでも子どもを預けられる「ファミ

リー・サポート・センター事業」や、病気の子どもを

家庭で保育することが困難な場合に預ける「病児

デイケアルーム大野城」（いずれも事前登録制）な

どの事業やサービスの利用を推進していきます。 

・子育て支援課

・こども未来課 

4-3 
介護・障がい福祉サ

ービス事業の充実 

●家族の介護を支援するための、様々な事業やサ

ービスを展開していきます。 

・長寿支援課 

・福祉課 

4-4 
ひとり親家庭の自立支

援 

●ひとり親家庭の自立や、家庭と仕事、社会参加と

の両立を支援するため、各種ひとり親家庭支援事

業やサービスの周知、ひとり親家庭に寄り添った

相談体制の充実に努めます。 

子育て支援課 

重点

4-5 

女性の再就職や起業

に関する支援 

●女性の経済的自立を支援するため、就職や起業

のための講座や情報提供、相談などの支援を行

います。 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）重点 

4-6 

男性に対する啓発事

業の実施 

●男性の家事・育児等への参加を促進するための

講演会や講座を実施するなど、男性を対象とした

啓発やスキルアップのための事業を実施します。 

●各地域の公民館やコミュニティセンター等で、男

性を対象とした教室や講座（料理、育児、介護

等）が開催されるよう、区やコミュニティに働きかけ

をしていきます。 

重点

4-7 

両立支援のための企

業・事業所への啓発 

●商工会やその他関係団体と連携しながら企業や

事業所を対象とした啓発活動を行い、ワーク・ライ

フ・バランスの充実や、育児休業などの取得を促

すための取り組みを進めていきます。 

●また、企業や事業所に「子育て応援宣言企業」

「子育て応援の店」への登録や、「次世代認定マ

ーク（くるみん）※２」の取得を働きかけていきま

す。 

・人権男女共同
参画課 
（男女平等推進

センター） 

・ふるさとにぎわ

 い課 

※２：「次世代認定マーク（くるみん） 」… 次世代育成支援対策推進法に基づく一般 

事業主行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満たし 

た場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けた企業が、商 

品、広告等に使用することができるマーク。
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指  標  

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

401 
4-1～ 

4-7 

ワーク・ライフ・バランスがとれている
（どちらかといえばとれている）と感じ
ている市民の割合（市民意識調査）

45.0％ 60.0％ 
人権男女共同

参画課 

402 4-2 
保育所の入所人数 
（待機児童数） 

1,975 人 

（91 人）

2,400 人

（0人） 
子育て支援課

403 4-2 
留守家庭児童保育所の入所人数
（待機児童数） 

915 人 

（0 人）

1,010 人 

（0 人） 
こども未来課

404 4-1 
市の男性職員の育児休業取得者割
合 

7.1％ 

（1 人／14人）
25.0％ 総務課 

405 4-6 
大野城まどかぴあで実施された男性
対象事業の参加者数 

183 人 230 人 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター） 

406 4-7 
「次世代認定マーク（くるみん）」を取
得した企業・事業所 

1 社 3 社 
人権男女共同

参画課 
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基本目標５ 教育の場における男女共同参画の推進 

基本理念 

教育の果たす重要性にかんがみ、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、

男女共同参画を推進する視点が採り入れられること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第５号） 

施策の方向

◆ 次世代を担う子どもたちが、男女共同参画の意識を身につけることは、男女共同参画社会

の実現のための大きな第一歩となります。 

◆ このような意識は、幼いころからの社会の枠組みや周囲の環境によって徐々に形成されて

いくものであり、子どもの成長や発達の段階に応じて、教育や体験活動を進めていく必要が

あります。 

 子どもの成長にあわせて、男女平等を含めた人権の意識を育む教育を推進し、男女共 

同参画意識を身につけてもらうための働きかけを行っていきます。 

 また、保護者や教職員をはじめとした「周囲の大人」の言動や子どもへの接し方が、 

子どもの意識形成に大きな影響を与えるため、教職員や保育士を対象とした研修の実施 

や、社会教育の観点に基づき、保護者などの大人への意識啓発を進めていきます。 
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参考）市民意識調査の結果から ⑥ 

子どものしつけや教育については、「①経済的に自立できるような教育」「②生活に必要 

な技術」を、性別に関係なく身につけさせるべきだという考え方について、賛成派（賛成 

＋どちらかといえば賛成）が全体の９割以上を占める結果となりました。 

一方、「③女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てた方がよい」という考え 

方については、固定的な性別役割意識を助長するものであり、今回調査でも賛成派が全体 

の６割を超えていますが、過去の調査と比べるとその割合は大きく減少してきています。
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重点計画・実施計画  

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

5-1 

教育者・保育者を対

象とした男女共同参

画研修の実施 

●市内小中学校の教職員や保育士などを対象とし

た、男女共同参画教育についての研修を実施し

ます。 

・教育指導室 

・子育て支援課

・人権男女共同

参画課 

5-2 

小中学校における男

女共同参画教育の充

実 

●男女共同参画図画ポスターや標語の作成をはじ

め、学習指導要領に基づく教育活動全体を通じ

て、児童生徒の男女共同参画意識を育てていき

ます。 

●男女共同参画の視点に立ち、性別にとらわれず

に生徒の個性や能力を重視した進路指導を行い

ます。 

・教育指導室 

・人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター） 

5-3 出前講座の実施 

●小中学校の授業や、家庭教育学級、ＰＴＡ、地域

等での研修会に、男女共同参画をテーマとした

出前講座を利用するよう働きかけるとともに、依頼

者のニーズに即した講座を実施していきます。 

・人権男女共同

参画課 

・その他関係各

 課 

5-4 
男女共同参画関連の

図書・教材の充実 

●男女共同参画に関する図書や視聴覚教材を購

入・整備して、広く貸し出すことにより、市民意識

の向上や、団体の活動支援につなげます。 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）

5-5 
国内の研修会への市

民参加の支援 

●国内各地で開催される日本女性会議（※３）への

参加費補助や、福岡県男女共同参画センター

（あすばる）などで開催される男女共同参画の研

修・講演会について広報を行い、市民の参加を

促します。 

●また、研修後には参加者による報告発表や意見

交換の機会を設けるなど、学習の成果を広げる取

り組みも進めていきます。 

人権男女共同

参画課 

 指  標  

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

501 5-2 

「男女共同参画図画ポスター・標
語コンクール」への作品応募件数
（小中学生） 

547 1,300 人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター） 502 5-3 
男女共同参画に関連したテーマの
出前講座等の実施回数 

5 回 10 回 

※３：日本女性会議 … 男女が共に支えあう社会を築くことを目的として、昭和 59 年から毎年、全国各都市で 

  行われている会議。男女共同参画社会の実現に向けた活動事例の発表やシンポジウム、講演会などが 

  行われている。平成 29 年は、北海道・苫小牧市で開催。 
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基本目標６ 健康で安全な生活を営む権利の尊重  

基本理念 

男女の対等な関係の下に、互いの性及び妊娠、出産等について相互理解を深め、生涯を通じ

て健康と安全な生活を営む権利が尊重されること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第６号） 

施策の方向

◆ 男女共同参画社会を実現するためには、男女には身体的な違いがあることを理解した上で、

お互いの性を尊重し、配慮し合うことが極めて重要です。 

◆ 特に女性は、妊娠や出産のための身体的特性によって、男性と異なる健康上の問題に直面

することがあるため、「自らの身体についての健康管理や、性と生殖に関する健康と権利（リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ※４）」を有しています。 

男女が生涯を通じて互いの性を尊重し、健康を維持できるよう、医療や保健サービスと 

いった支援を実施するとともに、女性の健康に関する課題について、必要な情報提供や啓発、 

教育の取り組みを行っていきます。 

◆ 平成 23 年の東日本大震災や、平成 28 年の熊本地震、平成 29 年の九州北部豪雨をはじめ

とする大規模災害の発生を受けて、被災者支援のあり方や、防災・減災の取り組みに対する

社会の関心が高まるとともに、「女性の視点からの災害対応」が重要視されてきています。 

防災の取り組みに男女共同参画の視点をより多く取り入れるために、防災会議等での女 

性委員の登用を増やすなど、意思決定の段階から女性の意見がより反映されるよう、さら 

なる効果的なしくみづくりをめざします。 

※４：リプロダクティブ・ヘルス／ライツ … 「性と生殖に関する健康と権利」のこと。「リプロダクティブ・

ヘルス」とは、生涯を通じて身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態にあること、また「リプロダ

クティブ・ライツ」とは、女性自らの意思で子どもの数、出産間隔、出産する時期を、自由かつ責任

を持って決定することができる権利のことをいう。
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参考）市民意識調査の結果から ⑦ 

大規模災害に対する関心や意識の高まりを受け、回答者全体の 63.0％が「防災会議や

計画づくりの段階から、災害発生後の活動まで、積極的に女性が参画するべきである」

と回答しています。 

しかし性別でみると、「災害発生後の炊き出しや看護・救護活動などには、女性が積

極的にかかわるべきだが、防災会議や計画づくりといった意思決定の場にはかかわるべ

きではない」という回答が、男性が 7.5％であるのに対し、女性は 11.3％と、女性自身

の方が４ポイント近く高くなっていることから、女性自らが意思決定の場にかかわるこ

とに対して消極的であるという傾向が明らかになりました。 
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重点計画・実施計画 

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

6-1 母子保健施策の充実

●妊婦を対象とした「母親教室」や、父親を含めた

「両親教室」などの実施により、妊娠・出産・育児

期の支援を行います。 

●母子の健康維持のため、妊娠・出産・育児期にお

ける各種健康診査や健康教育、健康相談、訪問

指導などのサービスの充実を図ります。 

こども健康課 

6-2 
ライフステージに応じ

た保健事業の推進 

●性別の違いに加えて、成年期や高齢期といったラ

イフステージ、ライフサイクルに配慮し、病気予防

や健康づくり、介護予防のための情報やサービス

を提供していきます。 

●高齢者に対する健康づくりサービスを充実させ、

介護予防の啓発を行います。 

すこやか長寿課

6-3 
生涯にわたるメンタル 

ヘルスケアの充実 

●生涯を通じて生じるうつや、子育て不安などに対

応するメンタルヘルスケアの充実を図ります。 

・こども健康課 

・すこやか長寿

 課 

・人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）

重点 

6-4 

男女共同参画の視点

を取り入れた防災・災

害支援体制の整備 

●防災会議への女性委員登用の促進や、被災者・

避難所運営における女性への支援など、男女共

同参画の視点を取り入れた防災体制や計画づく

りを進めていきます。 

●また、防災・災害支援をテーマとした男女共同参

画の研修・講座を開催したり、活動団体の取り組

みを支援するなど、防災・災害の視点からの啓発

を行っていきます。 

・危機管理課 

・安全安心課 

・人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター） 

指 標  

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

601 6-1 母親教室・両親教室の参加者 

母親教室 

96 人
135 人 

こども健康課
両親教室 

192 人
220 人 

602 6-2 子宮がん・乳がん検診の受診者

子宮がん 

2,889 人
3,200 人 

すこやか長寿

課 乳がん 

1,940 人
2,100 人 

603 6-4 
防災会議における女性委員の登用
率

20.0％ 

（女性 6人／総数 30 人）
30.0％ 危機管理課 
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全国の配偶者暴力相談

支援センターに寄せられ

たＤＶの相談件数は年々

増え続けており、平成 26
年度には 10 万件を突破し
ています。

平成 14 年度の件数と比
較すると、12年の間に相談
件数が3倍近くにも増えて
いることがわかります。

基本目標７ 性に基づく暴力の根絶 

基本理念 

性に基づくあらゆる暴力が根絶されること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第７号）

施策の方向

◆ ＤＶやストーカー行為、セクハラ行為などの性に基づく暴力は、被害者の人権を著しく侵

害するものであり、決して許されるものではありません。

◆ しかし、これらの被害件数は年々増加し、事案も複雑かつ深刻なものとなってきており、

男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっています。

◆ 特にＤＶは、家庭内で起こるために被害が表に出にくく、また近年は交際中のカップルの

間で起こる「デートＤＶ」も社会問題化するなど、早急な対策が求められています。

あらゆる暴力の根絶に向けて、暴力を防ぐための啓発・教育活動に積極的に取り組むと 

ともに、国や県、その他関係機関などとの情報交換や連携体制の強化に努めます。 

   特にＤＶ被害への対応については、ＤＶ防止法に基づき、被害者支援に携わる市の関係

部署やその他関係機関との連携体制を整備して、相談対応や手続きの円滑化を図り、被害

者の安全確保と心身の負担の軽減を図ります。

参考）国の「男女共同参画白書」から 

配偶者暴力相談支援センター等への相談件数

52,145

68,196

82,099

102,963

35,943
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100,000

120,000

平成14 17 20 23 26年度

※ 内閣府男女共同参画局ホームページ「男女共同参画白書（概要版）

平成 28年版」 に掲載された数値をもとに作成
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参考）市民意識調査の結果から ⑧ 

あなたは今までに、配偶者（またはパートナー・恋人）から暴力（ＤＶ）を受けた 

ことがありますか 

    ※暴力というと、一般的には「殴る・蹴る」などの「身体的暴力」をイメージ 

しがちですが、ＤＶには、大きく分けて以下のような種類のものがあります。 

① 身体に危害を加える「身体的暴力」 

        ② 精神的にストレスを与え続ける「精神的暴力」 

        ③ 交友関係などを制限・監視する「社会的暴力」 

        ④ 相手が望まない性的行為を強要する「性的暴力」 

        ⑤ 金銭的な自由を奪う「経済的暴力」 

        ⑥ 子どもに暴力を見せるなどの「子どもを利用した暴力」 

特に女性への被害経験が多かった項目 

項 目 
被害経験についての女性の回答割合 

①何度もあった ②1、2 回あった ①＋② 

１ 大声でどなる 
16.2％ 22.1％ 38.3％ 

２ 人格を否定するような 

暴言を吐く 
13.0％ 16.2％ 29.2％ 

３ 何を言っても長時間無視 

し続ける 
6.9％ 15.5％ 22.4％ 

４ 素手で殴る・たたく、 

足で蹴る 
5.9％ 12.6％ 18.5％ 

５ ドアや壁を蹴る、壁に物

を投げるなどしておどす 
6.9％ 9.9％ 16.8％ 

  いずれの項目についても、被害経験が「全くない」という回答割合が多かったのです 

 が、「どなる」「暴言を吐く」などの精神的暴力については、被害経験の割合が比較的高 

くなっています。 

  また、「殴る・蹴る」といった身体的暴力の被害経験がある女性も、２割近くいること 

 がわかっています。 

重点計画・実施計画  

■ 教育・啓発 

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

重点

7-1 

女性等に対する暴力

の防止に関する啓発 

●ＤＶやセクハラに対する正しい理解や認識を市民

に広めるため、市の広報・ホームページなどを活

用した意識啓発や、啓発冊子の作成・配布、出前

講座や研修会などを実施します。 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）
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整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

重点 

7-2 

デートＤＶに関する研

修の実施 

●中学生などの若年層を対象に、デートＤＶに関す

る研修を実施します。 

・人権男女共同

参画課 

・教育指導室 

■ 相談窓口

7-3 
関係機関、民間団体

の相談窓口の周知 

●相談窓口のＰＲカードやパンフレットを、市内公共

施設や商業施設に広く配布・設置し、ＤＶなどの

各種相談窓口の存在を周知していきます。 

●外国人を対象としたパンフレットもあわせて作成

し、性に基づく暴力の被害に悩む外国人を支援し

ます。 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）

■ 被害者支援

重点

7-4 

ＤＶ被害者の保護と支

援 

●加害者による探索が及ばないよう、庁内各課が密

に連携し、ＤＶ被害者の個人情報管理を徹底し、

被害者をしっかりと保護していきます。 

●被害者の転居、就労、育児などに必要な各種手

続きやサービス、相談窓口等の情報提供を行い、

今後の生活をサポートしていきます。 

・人権男女共同 

参画課 

（男女平等推進

センター） 

・その他関係各

課 

■ 支援体制

7-5 庁内関係部署の連携

●庁内関係部署と連携し、組織的対応によるきめ細

かなＤＶ相談を行うとともに、被害者の負担軽減

や安全確保のためのワンストップサービスを実施

します。 
・人権男女共同 

参画課 

（男女平等推進

センター） 

・その他関係各

課 

7-6 
相談業務に従事する

職員への研修の実施 

●関係機関などで実施されている研修会や講習会

を活用し、相談員や関係職員の資質向上に努め

ます。 

7-7 
関係機関・民間団体と

の連携 

●県や近隣自治体、各種関係機関や民間の支援

団体と緊密に連携し、ＤＶの防止やＤＶ被害者へ

の支援を行います。 

指 標  

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

701 
7-1 

7-3 

ＤＶ被害者相談窓口の市民の認知
度（市民意識調査） 

69.4％ 85.0％ 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター） 

702 7-2 

デートＤＶ研修の受講者アンケー
トで「わかりやすかった」と答え
た人の割合 

84.0％ 95.0％ 

703 7-3 

ＤＶ相談窓口のＰＲカードやパン
フレットを設置している市内の施
設数 

 7 15 
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基本目標８ 国際社会との協調 

基本理念 

男女共同参画の推進が、国際社会における取り組みと密接な関係を有していることを考慮し、

平和を基盤とした国際的な協調の下に行われること。 

（「大野城市男女共同参画条例」第３条第８号） 

施策の方向

 国の第４次男女共同参画基本計画に基づき、国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、 

国際社会への積極的な貢献、わが国の存在感及び評価の向上につながる取り組みを、大野城 

市でも推進していきます。 

参考）ジェンダー・ギャップ指数からみる わが国の男女共同参画 

順位 国 名 値 

１ アイスランド 0.878 

２ ノルウェー 0.830 

３ フィンランド 0.823 

４ ルワンダ 0.822 

５ スウェーデン 0.816 

10 フィリピン 0.790 

11 フランス 0.778 

12 ドイツ 0.778 

15 イギリス 0.770 

16 カナダ 0.769 

49 アメリカ 0.718 

71 ロシア 0.696 

82 イタリア 0.692 

100 中 国 0.674 

114 日 本 0.657 

118 韓 国 0.650 

スイスのジュネーブに本部を置く国際

機関「世界経済フォーラム」では、各国

の男女格差を数値化した「ジェンダー・

ギャップ指数」を毎年発表しています。 

この指数は「経済」「教育」「政治」「保

健」の４分野のデータから作成されます

が、2017（平成 29）年の日本の順位は、

調査対象となった 144 か国中 114 位で、

前年より順位を三つ下げる結果となりま

した。

この指数から考えると「日本は男女格

差が大きく、男女共同参画の取り組みが

遅れている」といえますが、その主な原

因として、「政治」「経済」の分野で指

導的な立場にいる女性が少ないことがあ

げられています。
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重点計画・実施計画  

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

8-1 
男女共同参画に関す

る国際的動向の発信 

●国際的な男女共同参画の動向を把握し、市民へ

の情報提供を行います。 
人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）8-2 
国際的動向に関する

研修などの実施 

●国際的な男女共同参画の動向に関する研修会

や講座を実施します。 

指 標  

整理№

関連する 

重点計画・

実施計画

指 標 
計画策定時状況 

（平成 28 年度） 
目標値 担当課 

801 8-2 
国際的な男女共同参画の動向に関
する研修会・講座への参加者数 

21 人 50 人 

人権男女共同

参画課 

（男女平等推進

センター）
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★ 男女共同参画推進体制 

重点計画・実施計画 

整理№ 実施計画 事業内容 担当課 

★-1 

庁内における男女共

同参画推進体制の充

実 

●国・県の動向や社会情勢の変化に的確に対応で

きるよう、必要に応じて庁内組織の見直しや整備

を図っていきます。 

●庁内の推進組織である男女共同参画行政推進

協議会の効果的な運用を進めていきます。 

・人権男女共同

参画課 

・総務課 

・自治戦略課 

★-2 
基本計画の進捗状況

の検証と公表 

●基本計画の実施状況を、各担当課及び男女共

同参画審議会において検証・評価し、その結果

を市ホームページ等で市民に公表します。 

人権男女共同

参画課 
★-3 市民意識調査の実施

●基本計画の進捗状況を把握し、また次の基本計

画策定の基礎資料とするため、平成 33年に市民

意識調査を実施します。 

★-4 
施策などに関する苦 

情の処理 

●男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められ

る市の施策や市職員の行為についての苦情を受

け付け、改善を図ります。 
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＊＊＊ 資 料 編 ＊＊＊ 

 １ 計画策定の経過 

 ２ 大野城市男女共同参画審議会委員名簿 

 ３ 計画策定のための調査 

 ４ 関係法規 
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１ 計画策定の経過 

年 月 日 内  容 

平成28年

（2016年）

10月 1日～ 

10月20日 

●「大野城市男女共同参画市民意識調査」の実施 

・調査結果は、計画策定の基礎資料となった 

平成29年

（2017年）

2月 1日～ 

4月21日 

●「企業・事業所における男女共同参画推進状況調査」の実施 

・調査結果は、計画策定の基礎資料となった

 4月～6月 ●人権男女共同参画課にて、計画の「たたき台」を作成 

 6月29日 ●第４次大野城市男女共同参画基本計画の策定に係る関係課会議

（第１回）の開催 

・計画（たたき台）の説明と、関係各課からの意見の募集（7月18日まで）

 8月24日 ●第４次大野城市男女共同参画基本計画の策定に係る関係課会議

（第２回）の開催 

・関係各課から出された意見と、計画案の修正について協議

 9月12日 ●第４次大野城市男女共同参画基本計画の策定に係る関係課会議

（第３回）の開催 

・第２回会議の意見に基づき修正した計画案について再協議 ⇒ 承認

 9月27日～ 

10月10日 

●市の職員を対象に、計画案への提案・意見を募集 

⇒ 意見を集約し、計画案を修正

 11月 6日 ●第４回大野城市男女共同参画審議会【諮問】 

・審議会委員への計画案の説明及び審議

 11月30日 ●第５回大野城市男女共同参画審議会 

・委員の意見を計画案に反映し「中間取りまとめ案」を作成

 12月19日 ●市議会（全員協議会）にてパブリック・コメントの実施を説明 

平成30年

（2018年）

1月15日～ 

2月14日

●パブリック・コメントの実施 

・計画案（中間取りまとめ案）に対し、22件の市民意見が届く

 3月 6日 ●第６回大野城市男女共同参画審議会 

・パブリック・コメントに対する市の対応（計画への反映）について審議

  3月26日 ●第７回大野城市男女共同参画審議会【答申】 

⇒ 市での協議を経て「第４次大野城市男女共同参画基本計画」を

決定
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２ 大野城市男女共同参画審議会委員名簿 
（五十音順、敬称略） 

氏  名 所 属 等 備 考 

岡 野  壽 美 大野城市校長会（平野小学校 校長） 

釘 﨑  節 子 公募委員 

見 城  眞由美 大野城共生ネットワーク 副代表 会 長 

小 谷  克 明 大野城市商工会 事務局長 

小 原   雅 光 大野城市保育所連盟（たのしい保育園 園長） 

髙 山  史 子 元 福岡県男女共同参画センターあすばる 館長 

田 中   稔 大野城市区長会（白木原区長） 

西 山  博 文 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 社会福祉課長 副 会 長

宮 崎  智 美 弁護士 

森 山  クミ子 公募委員 
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３ 計画策定のための調査 

１ 「大野城市男女共同参画市民意識調査」の実施について 

 （１） 目 的

     「第３次大野城市男女共同参画基本計画」中の実施計画（◆－04）「市民意識調査の実施」

に基づき、市民の男女共同参画に関する意識・関心を調査し、より効果的な男女共同参画

施策のあり方・方向性を考えるとともに、平成 29 年度に策定する「第４次大野城市男女共

同参画基本計画」の基礎資料を得ることを目的とする。

（２） 調査概要

① 調 査 区 域   大野城市全域

② 調 査 対 象   市内に居住する満 20歳以上の男女（基準日：平成 28年 4 月 1日）
③ 抽 出 方 法   住民基本台帳より無作為抽出

④ 調 査 方 法   郵送法（調査表を郵送し、記入後に返信用封筒で返送する）

⑤ 調 査 期 間   平成 28 年 10月１日～10 月 20 日

   ⑥ 調査の企画と集計  大野城市企画政策部 人権男女共同参画課

（３） 回収結果

発 送 数 2,000 人（男性 1,000 人、女性 1,000 人） 

不到達・白紙返送数    ３人（男性１人、女性２人） 

回 収 数 1,069 人（男性 452 人、女性 584 人、性別無回答 33 人）

未 回 収 数  928 人 

回 収 率 53.5％ 

年代別の回収状況   

発送数 不到達等 実到達数 回収数 回収率

20 歳代 268 人 － 268 人 82 人 30.6％ 

30 歳代 359 人 1 人 358 人 175 人 48.9％ 

40 歳代 408 人 1 人 407 人 188 人 46.2％ 

50 歳代 312 人 － 312 人 185 人 59.3％ 

60 歳代 315 人 － 315 人 197 人 62.5％ 

70 歳代以上 338 人 1 人 337 人 212 人 62.9％ 

不 明 － － －  30 人 － 

合 計 2,000 人 3 人 1,997 人 1,069 人 53.5％ 



- 40 - 

（４） 調査事項

① 男女平等意識について

② 家庭における仕事の分担について

③ 子どもの教育について

④ 職業観について

⑤ 地域活動への参加・参画について

⑥ 防災活動・被災者支援について

⑦ 配偶者等からの暴力について

⑧ セクシュアル・ハラスメントについて 

⑨ 男女共同参画施策・大野城まどかぴあ男女平等推進センターについて

⑩ 属性調査（性別、年齢、居住年数、地区別）

２ 「企業・事業所における男女共同参画推進状況調査」の実施について 

 （１） 目 的

     「第３次大野城市男女共同参画基本計画」中の実施計画（2－04）「事業所における男女共

同参画の推進」及び（4－08）「両立支援のための事業所への啓発」に基づき、企業や事業

所における男女共同参画や、仕事等と家庭生活との両立支援に対する意識の向上を図ると

ともに、平成 29 年度に策定する「第４次大野城市男女共同参画基本計画」並びにその他の

啓発活動や情報提供の実施における基礎資料を得ることを目的とする。

（２） 調査概要

① 調 査 対 象   平成 29・30 年度の入札参加資格審査申請をしようとする事業所の 

うち、大野城市内に本社（店）、支社（店）、営業所等を置く事業所 

② 調 査 方 法   市のホームページ上で回答、または調査票の郵送

③ 調 査 期 間   平成 29 年２月１日～４月 21 日

    ④ 調査の企画と集計  大野城市企画政策部 人権男女共同参画課

    ⑤ 回 収 数     144 社

 （３） 調査事項

① 従業員の男女雇用別状況について 

② 女性の登用状況について 

③ 「仕事と育児・介護との両立」に関する取組について 

④ セクシャル・ハラスメント防止対策について 

⑤ 従業員の仕事と家庭の両立を支援するための取組について 

⑥ 女性活躍推進に向けた取り組みについて 
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４ 関係法規 

男女共同参画社会基本法（平成11年６月23日法律第78号） 
目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が

必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応して

いく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進

を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向か

って国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力あ

る社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並

びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は

慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮

されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に 

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを

旨として、行われなければならない。 
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（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかん

がみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければな

らない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女
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共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会 

の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研 

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関 

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 
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（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議

会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員とし 

て任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同 

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された 

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の 

施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定 

により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 

（総理府設置法の一部改正） 

第四条 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日〔平成

一三年一月六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

一 〔略〕 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規

定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の

任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一～十 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、
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別に法律で定める。 

附 則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。〔後略〕

女性の職業生活に関する活躍の推進に関する法律（平成27年９月４日法律第64号） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――- 
目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画（第八条―第十四条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十五条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六条・第十七条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第十八条―第二十五条） 

第五章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」と

いう。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計

画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急

速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を

踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇

進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、

かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍

に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ 

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する

事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と 

社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を 

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活 

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原
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則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職 

業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用 

環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力し 

なければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計

画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に

規定する一般事業主行動計画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事

業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）

を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する
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労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一

般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労

働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を

定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十条第一項において「認定一般事業主」とい

う。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは

通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定

める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付

してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定

を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働

者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主

団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職

業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で

ある中小事業主については、適用しない。 
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２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の

特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般

社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当する

ものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基

づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合

する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条

の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八

条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項にお

いて準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律第十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようと

する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二

項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被

用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を

求めることができる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小

事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき

当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るも

のとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする

一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、

労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談

その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事

業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事

情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、

前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異



- 49 - 

の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を

営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における

活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に

関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を

定期的に公表しなければならない。 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創

業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又

は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活に

おける活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な

施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理

解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における

女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものと

する。 
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（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び

事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第十八条

第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る

事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域に

おいて女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにする

ため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第十八条第三項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等

の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協

議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規

定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定

めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止

の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかっ

た者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査
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を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料

に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十

八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年

四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密

については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十四条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布

の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定

並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

五 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年４月13日法律第31号） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の

実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場

合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害

し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶

しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と

総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴

力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を

定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 
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三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う

こと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 
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第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二

十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の

定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面に

ついては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受

けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があ

り、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員

会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力

による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条におい

て「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）

その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配

偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又
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は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において

同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項につい

ては、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

と。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知

り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞（しゆう）恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその

性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその

同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日まで

の間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学

する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい

て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同
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意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶

者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認

めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した

書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付

しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やか

に応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定

により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又
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は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとす

る。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命

令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し
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くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び

出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支

局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所

規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項にお

いて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれて

いる環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安

全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する

理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の

推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に

掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委

託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 



- 59 - 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関

係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの

暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場

合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  

 第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にあ

る相手からの暴力を受けた者をいう。以下同

じ。） 

 第六条第一項 配偶者又は配偶者であ

った者 

同条に規定する関係にある相手又は同条に

規定する関係にある相手であった者 

 第十条第一項から第四

項まで、第十一条第二項

第二号、第十二条第一項

第一号から第四号まで

及び第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手

 第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した

場合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定による

ものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十

八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について

虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セ

ンターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行

する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに

係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第四条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 
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附 則〔平成一六年六月二日法律第六四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律によ

る改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十

条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があっ

た場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週

間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則〔平成一九年七月一一日法律第一一三号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第三条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二五年七月三日法律第七二号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正） 

２ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

３ 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの

規定 平成二十六年十月一日 

三 〔略〕 

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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大野城市男女共同参画条例（平成18年３月30日条例第７号） 
目次 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 基本的施策（第10条―第18条） 

第３章 苦情等の処理（第19条―第24条） 

第４章 大野城市男女共同参画審議会（第25条―第28条） 

第５章 雑則（第29条） 

附則 

日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国では、男女平等推進の国際

的潮流の中で、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の批准や「男女共同参画社

会基本法」の制定など、男女平等の実現に向けた様々な取組がなされてきた。 

大野城市においては、県下に先駆けて「男女共同参画都市宣言」を行い、男女共同参画に関する計

画を策定するなど、男女共同参画社会の形成を目指してきた。 

しかしながら、性別による人権侵害や固定的役割分担意識が、社会のさまざまな分野で根強く残っ

ている。 

これらを解消し、すべての市民がその個性と能力を尊重され、平和で心豊かに暮らしていくために

は、男女共同参画社会の実現が重要である。 

よって、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者

等、教育に携わる者及び自治組織の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定める

ことにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(３) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等、親密な関係にある者に対する身体的、精神的、

性的及び経済的な暴力をいう。 

(４) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により、相手方の尊厳を傷つけ、

不利益を与え、又はその生活環境を害することをいう。 

(５) 市民 市内に居住、通勤、通学する者又は市内を活動の拠点とする者をいう。 

(６) 事業者等 市内において、営利、非営利を問わず、事業又は活動を行う個人及び法人その他

の団体をいう。 

(７) 自治組織 区、自治会等、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された

組織をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次の基本理念に基づいて推進されなければならない。 

(１) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的又は間接的であるかを問わず、

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他男女の人権が尊重されること。 

(２) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会におけ

る活動の自由な選択を妨げることがないよう、社会における制度や慣行をできる限り中立なもの

とするよう配慮すること。 

(３) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び

決定に共同して参画する機会が確保されること。 

(４) 家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援の下に、次世代を担う子の養育、家族の
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介護その他の家庭生活において、家族の対等な一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、

学校、地域その他のあらゆる分野における活動に参画できるよう配慮されること。 

(５) 教育の果たす重要性にかんがみ、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、

男女共同参画を推進する視点が採り入れられること。 

(６) 男女の対等な関係の下に、互いの性及び妊娠、出産等について相互理解を深め、生涯を通じ

て健康と安全な生活を営む権利が尊重されること。 

(７) 性に基づくあらゆる暴力が根絶されること。 

(８) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、平

和を基盤とした国際的な協調の下に行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、男女共同参画の推進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「共同参画施策」という。）を主要な政策として位置

付け、総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、市民、事業者等、国及び他の地方公共団体と相互に連

携を図るとともに協力するよう努めなければならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、必要な財政上の措置を講じなければならない。 

４ 市は、市における政策の立案及び決定の過程における男女共同参画の推進のために、次に掲げる

事項に取り組むものとする。 

(１) 附属機関等の委員を委嘱し、又は任命するときには、当該機関における男女の数がいずれか

一方の性に偏らないよう努めること。 

(２) 性別にかかわりなく、職員の能力及び意欲に応じた登用を図るため、職域の拡大、能力向上

の機会の確保に努めること。 

(３) 性別にかかわりなく、職員が、子の養育及び家族の介護等、家庭における責任を果たすこと

ができるように、職場環境づくりを積極的に行うこと。 

５ 市は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念に基づき、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、男女

共同参画の推進に努めるとともに、市が行う共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、基本理念に基づき、その事業又は活動において、男女共同参画の推進に努める

とともに、市が行う男女共同参画の推進に関する調査及び共同参画施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 事業者等は、その事業又は活動を行うに当たり、男女が共同して参画する機会を確保するよう努

めるとともに、就業又は活動と家庭生活との両立ができる環境の整備に努めなければならない。 

（教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、男女共同参画

の推進に果たす教育の役割の重要性を考慮し、基本理念に配慮した教育を行うよう努めなければな

らない。 

（自治組織の責務） 

第８条 自治組織は、地域社会における自治の主たる担い手として重要な役割を果たす存在であるこ

とにかんがみ、組織の運営や地域活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画を

積極的に推進するとともに、市が実施する共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（性別による差別的取扱いの禁止） 

第９条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、性別による人権侵害及び

差別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、ドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

第２章 基本的施策 

（基本計画） 

第10条 市長は、共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画（以下「基本計画」

という）を策定しなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 総合的かつ長期的に講ずべき共同参画施策の大綱 
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(２) 前号に掲げるもののほか、共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、大野城市男女共同参画審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第11条 市長は、毎年１回、共同参画施策の実施状況及びその評価についての報告書を作成し、これ

を公表するものとする。 

（調査研究） 

第12条 市は、共同参画施策を実施するに当たり、情報の収集及び分析その他の調査研究を行うもの

とする。 

（教育及び学習の充実） 

第13条 市は、市民の男女共同参画に対する関心と理解を深めるため、学校教育、社会教育その他の

あらゆる教育の場において男女共同参画に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。 

（支援） 

第14条 市は、市民及び事業者等の男女共同参画に対する関心と理解を深めるための啓発、情報提供

その他必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、自治組織に対し、当該自治組織における方針決定過程への男女共同参画の推進を図るため

の支援その他必要な支援を行うものとする。 

３ 市は、男女が性別による固定的な役割分担にとらわれない対等な関係により、家庭、職場、学校、

地域その他のあらゆる分野における活動の機会に共同して参画できるよう、必要な支援を行うもの

とする。 

４ 市は、男女が共に家庭生活と、職場、学校、地域その他のあらゆる分野における活動とを両立し

て行うことができるよう、必要な支援を行うものとする。 

（人権侵害等の防止及び被害者支援） 

第15条 市は、ドメスティック・バイオレンス及びセクシュアル・ハラスメントを防止する施策を講

じるとともに、これらの被害を受けた者等に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（事業実施施設） 

第16条 大野城まどかぴあ設置条例（平成７年条例第17号）第３条の規定により設置された大野城ま

どかぴあ男女平等推進センターは、市の共同参画施策の具体的な事業を実施するための施設とする。 

（推進体制） 

第17条 市は、共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備に努めるものと

する。 

（相談への対応） 

第18条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害

に関し、市民又は事業者等から相談の申出を受けた場合には、関係機関又は団体との連携を図り、

適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第３章 苦情等の処理 

（施策等に関する苦情の処理） 

第19条 市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づく附属機関とし

て、大野城市男女共同参画苦情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）を置く。 

２ 市民及び事業者等は、市が実施する共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策若しくは措置及びそれらに関わる職員の行為についての苦情（以下「苦情」という。）

がある場合は、苦情処理委員に申し出ることができる。 

３ 苦情処理委員は、前項の規定に基づき苦情の申出があった場合において、必要に応じて調査を行

い、市の施策又は措置及びそれらに関わる職員の行為が男女共同参画の推進を阻害するものと認め

るときは、前条の施策を行う機関に対し、是正又は改善の措置を講じるよう勧告することができる。 

４ 前項の勧告を受けた機関は、苦情処理委員の勧告を尊重しなければならない。 

（関係機関との連携） 

第20条 苦情処理委員は、前条に掲げる職務を行うに際しては、市、県及び国の関係機関等と連携を

図るよう努めなければならない。 

（組織） 
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第21条 苦情処理委員は、３人以内とし、男女共同参画に関し優れた識見を有する者のうちから市長

が委嘱する。ただし、苦情処理委員のすべてが、男女いずれか一方によって占められてはならない。 

２ 苦情処理委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 苦情処理委員は、再任されることができる。ただし、任期を通算して６年を超えることはできな

い。 

（兼職の禁止） 

第22条 苦情処理委員は、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又

は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。 

２ 苦情処理委員は、市と取引関係のある法人その他の団体の役員又は苦情処理委員の公平かつ適切

な職務の遂行に利害関係を有する職業と兼ねることができない。 

（守秘義務） 

第23条 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。 

（解嘱） 

第24条 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務に堪えないと認める場合、又は職務上の義務

違反その他苦情処理委員としてふさわしくない言動があると認める場合は、委嘱を解くことができ

る。 

第４章 大野城市男女共同参画審議会 

（大野城市男女共同参画審議会の設置） 

第25条 共同参画施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議するため、大野城市男女共同参画

審議会（以下「審議会」という）を置く。 

（所掌事務） 

第26条 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(１) 市長の諮問に応じて、基本計画の策定及び変更に関して調査審議し、意見を述べること。 

(２) 基本計画の実施状況に関する年次報告書の内容についての報告を受け、必要に応じて、これ

に関する意見を述べること。 

(３) その他男女共同参画の推進に関する重要な事項に関して調査審議し、市長に意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第27条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、男女共同参画に関し優れた識見を有する者、市民及び関係団体の代表者のうちから市長

が委嘱する。 

３ 委員のうち、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の４未満であってはならない。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。ただし、任期を通算して６年を超えることはできない。 

（守秘義務） 

第28条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。 

第５章 雑則 

（委任） 

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第３章の規定は、平成19年４月１日から施

行する。 
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